
２０２３年度 中央社保協
第２回国保改善運動学習交流集会
日時：２０２３年１２月１７日（日）１０：００～１６：３０
場所：けんせつプラザ東京（〒169-0074 東京都新宿区北新宿1－8－16）

ＪＲ線総武線 大久保駅北口下車、徒歩3分 ＪＲ線山手線 新大久保駅北口下車、徒歩8分

主催：中央社保協 国保部会

 第１部 佛教大学准教授 長友 薫輝 氏
教えて長友先生！なぜ国保改善運動が必要なんですか？

 第２部 各地の事例報告

 第３部 神奈川自治労連 神田 敏史 氏
第３期国保運営方針に向けて国保改善運動をどう展開するか

 参加申し込み方法
下記URLから申し込みフォームに必要事項を記入してください。
https://forms.office.com/r/VaYVyKQD2U

※ 登録されたメールアドレス宛に、必要事項が自動返信されます。
 お問い合わせ：中央社保協事務局 k25@shahokyo.jp

安心できる国保のために 発行
注文受付中
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ID 氏名 参加形態（現地参加・オンライン）参加人数備考・何かありましたら
1 大嶋祐介 現地参加  1
2 曽根　貴子 現地参加  1

6
千葉県社保協／藤田
まつ子・竹内敏昭 現地参加  2

8 関　智子 現地参加  1
27 小川　均 現地参加  1

28 大串昌義 現地参加  1

しんぶん赤旗国民運動部の大串と申します。当日は現
地で取材に伺います。なにとぞよろしくお願いいたしま
す。

38 全国商工団体連合会 現地参加  3
40 窪田光 現地参加  1
46 町田茂（群馬県社保 現地参加  1

47
根本隆（神奈川県社保
協） 現地参加  3

53 小川安士 現地参加  1
55 阿久津　豊 現地参加  1
57 小川　均 現地参加  1
61 鈴木英雄 現地参加  1
3 新倉　順 オンライン参加 1
4 藤井伸生 オンライン参加 1
5 沢野　天 オンライン参加 1
7 深見迪 オンライン参加 1
9 小林健一 オンライン参加 1

10 奥井　淳二 オンライン参加 1
11 美勢麻里 オンライン参加 1

12
高松市国保料を引き
下げる会 オンライン参加 2

13 山田信太郎 オンライン参加 1
人頭税に匹敵する均等割是正あるいは廃止策につい
てどう考えますか

14 髙橋貴志子 オンライン参加 1
15 生駒敦史 オンライン参加 1 午後からの参加となります。
16 巽　悦子 オンライン参加 1
17 斉藤　浩司 オンライン参加 1
18 佐藤美佐子 オンライン参加 1
19 藤後野里子 オンライン参加 1

20
岐阜県商工団体連合
会／早野幸広 オンライン参加 4

21 徳武純平 オンライン参加 1
22 津布久博人 オンライン参加 1
23 橋本健一 オンライン参加 1
24 吉本　和子 オンライン参加 1
25 生駒敦史 オンライン参加 1 午後のみの参加となります。
26 貫橋宣夫 オンライン参加 1
29 高橋隆一 オンライン参加 1
30 鎌野　敏徳 オンライン参加 1
31 上里　樹 オンライン参加 1

32 加藤亮輔 オンライン参加 2
子どもの均等割り免除運動について各地の動きについ
て知りたい。

33 渡田　正司 オンライン参加 1
34 渡田　正司 オンライン参加 1
35 渋谷民主商工会 オンライン参加 1

36
全国商工新聞　大藤朋
子 オンライン参加 1

37 中嶋潤二 オンライン参加 1
39 高柳　健 オンライン参加 1
41 奥谷啓一 オンライン参加 1
42 甲斐　光洋 オンライン参加 1
43 藤井　英次 オンライン参加 1
44 松井克徳 オンライン参加 1
45 段　和志 オンライン参加 1
48 佐藤長世（横浜社保 オンライン参加 1

49 髙崎大史 オンライン参加 1
すみません。午前中地域のフードサポート事務局なの
で、午後から参加します

50 八柳　ひろ子 オンライン参加 1
51 新倉　順 オンライン参加 1
52 橋本　竜一 オンライン参加 1
54 谷口隆明 オンライン参加 2
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56 森川義弘 オンライン参加 1

国民健康保険料で静岡県浜松市の減免申請の基準が
生活保護基準でしか使えない。また、愛知県名古屋市
は扶養・寡婦・障害者の控除があるため、浜松市と比べ
て生活困窮者や状況により控除されることが分かりまし
た。全国の自治体では、計算方法が違い、全国で交流
し、国保を良くする必要があります。

58 石澤　由紀子 オンライン参加 1
59 大坂圭子 オンライン参加 1
60 工藤　剛 オンライン参加 1
62 中村孝江 オンライン参加 1

73

第６回国保部会3



2023/12/4

1

神奈川県社会保障推進協議会国保交流会

神奈川⾃治労連 神⽥敏史

⾼くて払えない国⺠健康保険税負担をどうするか

国⺠健康保険の保険料⽔準の統⼀について

国民健康保険をめぐる状況について

2
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被保険者世帯主の就業状況
市町村運営が法制化され、国⺠皆保険制度が確⽴した1961年（昭和36年）以降の⾼度成⻑経済期から
1980年までの間は、農林⽔産業者と⾃営業者の合計割合は半分を超えていたが、1990年代から無職者
が増⼤。その後、非正規雇⽤労働者の増⼤により給与所得者が増加することになる。無職者の中には年
⾦所得者も⼊るが、産業構造や就業構造の変化、団塊世代の退職、景気低迷が、被保険者の就業と所得
に⼤きく影響を与えている。
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市町村運営が法制化され、国⺠皆保険制度が確⽴した1961年（昭和36年）以降の⾼度成⻑経済期から
1980年までの間は、農林⽔産業者と⾃営業者の合計割合は半分を超えていたが、1990年代から無職者
が増⼤。その後、非正規雇⽤労働者の増⼤により給与所得者が増加することになる。無職者の中には年
⾦所得者も⼊るが、産業構造や就業構造の変化、団塊世代の退職、景気低迷が、被保険者の就業と所得
に⼤きく影響を与えている。

市町村国⺠健康保険加⼊者の年齢構成推移

いわゆる⽣産年齢（18歳〜64歳）にいる加⼊者の割合は2010年ぐらいまでは5割を超えていたが、団塊
の世代が65歳以降となる2012年以降減少し、2016年の社会保険適⽤拡⼤は、さらに割合が減少している。
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① 年齢構成が⾼く、医療費⽔準が⾼い
・ 65～74歳の割合：市町村国保（３７．８％）、健保組合（３．０％）
・ 一人あたり医療費：市町村国保（３３．３万円）、健保組合（１４．９万円）

② 所得⽔準が低い
・ 平均所得：市町村国保（８６万円）、協会けんぽ（１４２万）、健保（２０７万円）、共済（２３０万円）
・ 無所得世帯割合：２７．８％

③ 保険料負担が重い
・加入者一人当たり保険料／加入者一人当たり所得
市町村国保（９．８８％）、協会けんぽ（７．５４％）、健保（5.70％）、共済（６.０４％）

④ 保険料（税）の収納率低下
・収納率：平成１１年度 ９１．３８％ → 平成２７年度 ９１．45％
・最高収納率：９５．４９％（島根県） ・最低収納率：８７．４４％（東京都）
・神奈川県：92.40％（全国6位） 最高 96.07％（中井町） 最低 86.９３％（箱根町）

⑤ ⼀般会計繰⼊・繰上充⽤
・市町村による法定外繰⼊額︓約３,９００億円 うち決算補てん等の目的 ︓約３,５００億円、
・⼀⼈当たり︓11.213円（全国） 18.077円（神奈川県） 最⾼ 31.104円（東京都）

⑥ 財政運営が不安定になるリスクの ⾼い⼩規模保険者の存在
・3000⼈未満の⼩規模保険者４５８ （全体の１／４） 神奈川県では清川村（970）真鶴町

（2730）

⑦ 市町村間の格差
・ 一人あたり医療費の都道府県内格差 最大：392,705円（山北町） 最小：302,862円（葉山町）
・ 一人あたり所得の都道府県内格差 最大：1,071,139円（鎌倉市） 最小：666,118円（横須賀市）
・ 一人当たり保険料負担の都道府県内格差 最大：17.53％（湯河原町）最小：9.19％（鎌倉市）

１．年齢構成

２．財政基盤

３．財政の安定性・市町村格差

① 財政基盤の強化
・ 低（中間）所得者の保険料負担に

軽減（保険基盤安定制度）
平成27年度 １７００億円

・ 財政調整交付⾦ ８００億円
・ 保険者努⼒⽀援制度 ８００億円
・ 超l⾼額医療共同事業 １００億円

② 都道府県による財政運営
・ 国保事業費納付⾦による財政調整

所得調整、医療費年齢調整
・ 保険給付費等交付⾦

保険給付は全て県が⽀払

③ 医療費適正化や収納率向上など
保険者機能の強化

・ 医療費⽔準の納付⾦反映
・ 収納率の保険料⽔準反映
・ 保険者努⼒⽀援制度

市町村国保が抱える構造的な課題と対応の方向性（2018年度）

6
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国保の保険料負担と被用者保険（協会けんぽ）の保険料負担について
○ 国保と被⽤者保険とでは、被保険者の所得の形態や所得捕捉の状況に違いがあるという点や、被⽤者保険における事業主 負担をどのよ

うに捉えるかという点から、国保と被⽤者保険を単純に比較することは困難である。
このため、厚⽣労働省としては、国保の保険料負担と被⽤者保険の保険料負担との乖離を解消・是正することを直接の目的として追加公費

の投⼊規模を検討することは、慎重に考えるべきと考えている。

○ こうした前提に⽴ちつつ、今回、全国知事会からのご要望を踏まえ、国保の保険料負担と被⽤者保険の保険料負担との乖離の状況につい
て、上述の点を敢えて捨象し、機械的に試算すると、以下のとおりとなる。

【国保の保険料負担と被⽤者保険（協会けんぽ）の保険料負担（本⼈分）の乖離の状況
（両者の相違を敢えて捨象した上での機械的試算）】

（参考）「加入者一人当たり保険料負担率」について
○ 市町村国保
「被保険者一人当たり平均保険料調定額（現年分）」÷「被保険者一人当たり平均総所得金額等」に、「決算補填等目的の法定外繰入」を保険料
として負担したものとして、当該「決算補填等目的の法定外繰入」相当額分の保険料負担率を加えて算出したもの。
○ 協会けんぽ
「加入者（被保険者及び被扶養者）一人当たり平均保険料額」÷「加入者一人当たり平均給与所得」
※「平均給与所得」とは、標準報酬月額（12ヶ月)に賞与を加え、給与所得控除相当額を控除したもの。

1.2   兆円平成21年度

1.08 兆円平成22年度

1.06 兆円平成23年度

0.98 兆円平成24年度 （速報値）

7

【現⾏】 市町村が個別に運営 【改革後】 都道府県が財政運営責任を担うなど中心的役割

市町村
都道府県

・ 財政運営責任（提供体制と双方に責任発揮）
・ 市町村ごとの納付⾦を決定
市町村ごとの医療費水準、所得水準を考慮することが基本

・ 市町村ごとの標準保険料率等の設定
・ 市町村が⾏った保険給付の点検、事後調整
・ 市町村が担う事務の標準化、効率化、

広域化を促進

・ 資格管理（被保険者証等の発⾏）
・ 保険料率の決定、賦課・徴収
・ 保険給付
・ 保健事業

（構造的な課題）

・年齢が高く医療費水準が高い

・低所得者が多い

・小規模保険者が多い

都道府県が市町村ごとに決定した
国保事業費納付⾦を市町村が納付

・国の財政⽀援の拡充
・都道府県が、国保の運営に中
心的役割を果たす市町村

市町村

市町村

市町村

市町村
国保運営方針

(県内の統⼀的方針)

給付費に必要な費⽤を、
全額、市町村に⽀払う（交付⾦の交付）

※被保険者証は都道府県名のもの
※保険料率は市町村ごとに決定
※事務の標準化、効率化、広域化を進める

○平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心
的な役割を担い、制度を安定化
・給付費に必要な費用は、全額、都道府県が市町村に交付

・将来的な保険料負担の平準化を進めるため、都道府県は、市町村ごとの標準保険料率を提示（標準的な住民負担の見える化）

・都道府県は、国保の運営方針を定め、市町村の事務の効率化・広域化等を推進

○市町村は、地域住⺠と⾝近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等、
地域におけるきめ細かい事業を引き続き担う

なお、国の普通調整交付金については、都道府県間の所得水準を
調整する役割を担うよう適切に見直す

○ 詳細については、引き続き、地方との協議を進める 8

国⺠健康保険の改革による制度の安定化（運営の在り方の⾒直し）
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改革の方向性
○ 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う
○ 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に

中心的な役割を担い、制度を安定化
○ 都道府県が、都道府県内の統⼀的な運営方針としての国保運営方針を示し、 市町村が担う事

務の効率化、標準化、広域化を推進

１．
運営の在り方

(総論)

市町村の主な役割都道府県の主な役割

・国保事業費納付金を都道府県に納付
財政運営の責任主体
・市町村ごとの国保事業費納付金を決定
・財政安定化基金の設置・運営

２．
財政運営

･ 地域住民と身近な関係の中、
資格を管理(被保険者証等の発行)

国保運営方針に基づき、事務の効率化、 標準化、
広域化を推進

※４．と５．も同様
３．
資格管理

・ 標準保険料率等を参考に保険料率を決定
・ 個々の事情に応じた賦課･徴収

標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険
料率を算定・公表

４．
保険料の決定
賦課・徴収

･ 保険給付の決定
･ 個々の事情に応じた窓口負担減免等

・給付に必要な費⽤を、全額、
市町村に対して⽀払い

・市町村が⾏った保険給付の点検
５．
保険給付

・ 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業
を実施

（データヘルス事業等）
市町村に対し、必要な助言･⽀援６．

保健事業

改革後の国保の運営に係る都道府県と市町村それぞれの役割

9

国民健康保険運営方針における
保険料水準の統一について

10
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保険料⽔準平準化・法定外繰⼊解消の必須化（その１）
(都道府県国⺠健康保険運営方針) 2021年、2023年の全世代社会保障改革関連法案で改正される。
国⺠健康保険法第82条の2

都道府県は、都道府県等が⾏う国⺠健康保険の安定的な財政運営並びに当該都道府県内の 市町村の国⺠健
康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、おおむね６年ごとに、都道府県及び当該都道府県内
の市町村の国⺠健康保険事業の運営に関する方針（以下「都道府県国⺠健康保険運営方針」という。）を定め
るものとする。
２ 都道府県国⺠健康保険運営方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。（必須事項）

① 国⺠健康保険の医療に要する費⽤及び財政の⾒通し
② 当該都道府県内の市町村における保険料の標準的な算定方法及びその⽔準の平準化に関する事項
③ 当該都道府県内の市町村における保険料の徴収の適正な実施に関する事項
④ 当該都道府県内の市町村における保険給付の適正な実施に関する事項
⑤ 都道府県等が⾏う国⺠健康保険の安定的な財政運営及び被保険者の健康の保持の推進に関し、当

該都道府県における医療費適正化の推進のために必要と認める事項
⑥ 当該都道府県内の市町村の国⺠健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項

３ 都道府県国⺠健康保険運営方針においては、前項に規定する事項のほか、おおむね次に掲げる事項を定め
るものとする(任意事項） 。

① 保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との連携に関する事項
② 前項各号（第１号を除く）及び前号に掲げる事項の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整そ

の他都道府県が必要と認める事項
４ 都道府県は、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村の国⺠健康保険に関する特別会計における財政の
状況及びその⾒通しその他の事情を勘案し、その定める都道府県国⺠健康保険運営方針において、当該都道府
県内の市町村の国⺠健康保険に関する特別会計における財政の均衡を保つために必要な措置を定めるよう努め
るものとする。
５ 都道府県国⺠健康保険運営方針は、⾼齢者の医療の確保に関する法律第九条第⼀項に規定する都道府県医
療費適正化計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
６ 都道府県は、おおむね３年ごとに、第２項各号に掲げる事項（第３項の規定により同項各号に掲げる事項
を定めた場合にあつては、当該事項を含む。）について分析及び評価を⾏うよう努めるとともに、都道府県等
が⾏う国⺠健康保険の安定的な財政運営の確保及び当該都道府県の保険料の⽔準の平準化の推進その他国⺠健
康保険事業の円滑かつ確実な実施を図るため必要があると認めるときは、当該都道府県の都道府県国⺠健康保
険運営方針を変更するものとする。

保険料⽔準平準化・法定外繰⼊解消を必須化（その２）

第６回国保部会9



2023/12/4

7

13

国⺠健康保険運営方針のガイドライン（その１）

14

国⺠健康保険運営方針のガイドライン（その２）

第６回国保部会10
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12-２ 運営方針への記載事項（保険料⽔準の統⼀関係）

（１）国保財政の安定化
・少子⾼齢化等による⼈口減少

⇒ 財政基盤の弱い⼩規模保険者の増加
・被保険者の⾼齢化や医療の⾼度化等による医療費の増加

⇒ ⾼額医療費の発⽣による⼩規模保険者への深刻な財政影響
・各市町村の医療費⽔準の反映を縮⼩し、県全体で財政リスクを回避していく必要

（２）被保険者間の公平性の確保
・どこの医療機関でも、同様の⽔準の保険給付を受けることが可能

⇒ 保険料負担においても被保険者の負担能⼒に合った公平な負担となる
ようにしていく必要がある。

●統⼀に向けた基本的な考え方

⾃治体間
の公平性 被保険者間

の公平性

自治体間の公平性よりも、
被保険者間の公平性を重視

15

国⺠健康保険運営方針のガイドラインにおける統⼀の意義

※ 上記のほか、保険料⽔準の統⼀に関係する内容として、
「標準的な保険料算定方法」や「納付⾦算定方法（α、βなど）」「法定外繰⼊（⾚字）の削減・解消」など

があるため、これらの記載内容についても協議する。

12-１ 運営方針への記載事項（保険料⽔準の統⼀関係）

＜今回具体的に記載する項目＞
○ 統⼀に向けた基本的な考え方
○ 統⼀の定義に関する事項
○ 統⼀の目標年度に関する事項
○ 統⼀に向けた検討の組織体制やスケジュールに関する事項
○ 納付⾦算定における医療費⽔準の反映に関する事項
○ 統⼀に向けた具体的な取組に関する事項

＜次期運方針期間中に検討する事項として記載する項目＞
○ 各市町村における取組の統⼀の範囲に関する事項（保健事業等）
○ 都道府県、市町村向け公費の配分方法に関する事項
○ 算定方式の統⼀に関する事項（医療分、後期分、介護分）

●保険料⽔準の平準化に関する事項

16

ガイドラインで想定する保険料⽔準統⼀に向けた記載事項

第６回国保部会11
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17

全世代型の持続可能な社会保障制度を構築するため健康保険法等
を⼀部改正する法律に基づく、国⺠健康保険制度改革スケジュール

➣法定外・保険料⽔準の統⼀の項目の配点が２倍に

【出典】国事務レベルWG資料（令和５年６⽉22⽇）
18
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➣保険料⽔準の統⼀の配点が⼤幅に増加

【出典】国事務レベルWG資料（令和５年６⽉22⽇）
19
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保険料水準の統一をすすめるにあたっての課題

21
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24

出典︓R4.3国主管課⻑会議資料

出典︓R3.7国ブロック別会議資料
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神奈川県国民健康保険運営方針
の特徴点について

25

● 少子⾼齢化や社会保険の適⽤拡⼤等により、今後、⼩規模保険者の増加が
さらに⾒込まれ、市町村の国保財政の運営のリスクの増加（医療費増加による
納付⾦の増、被保険者の減少に伴う保険料収⼊の減等）が想定される。

● 保険給付は全国共通で公平に受けられる仕組みの中で、市町村ごとの医療
提供体制の偏在（医療費⽔準）や自治体の財政⼒（法定外繰⼊の有無）等によ
り、保険料は⼤きく異なり、被保険者間で不公平感が⽣じている。

● 全国知事会、市⻑会、町村会は、安定的かつ持続可能な医療保険制度の構
築に向け、国が財政運営責任を担う被⽤者保険も含めた医療保険制度の⼀元
化・⼀本化を求めており、その通過点として、まずは都道府県単位で保険料⽔
準を統⼀する必要がある。

26

保険料⽔準の統⼀を図る目的について

第６回国保部会16
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27

県全体で集めるべき納付⾦総額

各市町村の
①医療費⽔準、②所得⽔準、③⼈数シェアをもとに按分

Ａ市 Ｂ市 Ｃ町 Ｄ村

☑「①医療費⽔準」が⾼い市町村ほど、納付⾦が⾼くなる。
☑「②所 得 ⽔ 準」が⾼い市町村ほど、納付⾦が⾼くなる。
☑「③⼈数シェア」が⾼い市町村ほど、納付⾦が⾼くなる。

●市町村ごとの納付⾦算定イメージ（現⾏）保険料⽔準の統⼀（α＝1から0）による納付⾦の変化

・納付⾦ベースの統⼀（α＝０）を令和９年度に実現
(αの引き下げ後の３年間は経過措置期間として財政補填を実施)

・αの引き下げ前の納付⾦との差額を補填
ただし、補填額は段階的に引き下げる

・財政補填措置の財源は都道府県繰⼊⾦（２号繰⼊⾦）を活⽤
R12〜R11R10R9R8R7R6R5

000.6１α

ありありあり無し⾼額共
同負担

無し
α=0.6との差額補填α=1との差額補填

－財政
措置 3/106/109/103/106/109/10 28

●α＝０により納付⾦が増加する市町村への激変緩和措置

➣ αの段階的な引き下げ（α︓１➡0.6➡0）
＋ ⾼額医療費の共同負担の実施

➣ αの引き下げに伴う段階的な財政補填措置

・これまでの協議状況や意⾒照会の結果を踏まえ、次のとおり実施する。
合意済保険料⽔準の統⼀における激変緩和措置について

第６回国保部会17
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29

●医療費指数反映係数αを「１➡0.6」とした場合の
納付⾦への影響額（⾼額医療費共同負担あり）

影響額総額︓10.8億円

１⼈あたりの納付⾦の差額（Ｒ４年度納付⾦（α＝１）との比較（※））
【財政補填総額（例）】
R6 9.7億円<9/10補填>
R7 6.5億円<6/10補填>
R8 3.2億円<3/10補填>
※上記はR4年度納付⾦データに基づいて試算した⾦額を
例として記載しており、実際の補填額は、各年度におい
てα＝１と0.6の納付⾦の差額を算出して決定する。

（単位︓円） αの引き下げ（１➡0.6）により
納付⾦が減額となる市町村の

特別交付⾦を融通し
段階的な財政補填措置を実施

納付⾦ベースの統⼀による財政影響と激変緩和措置

法定外繰入の解消について

30
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【決算補填等目的の法定外繰⼊】
①決算補填目的のもの 保険料収納不⾜、国保事業費納付⾦増 ⾼額療養費貸付⾦。
②市町村の政策的投⼊ 保険料税の負担緩和、地方単独の保険料軽減制度、任意給付
③過年度の⾚字によるもの 累積⾚字解消、公債費・借⼊⾦解消
【決算補填等目的以外の法定外繰⼊】
①保険料税の減免額にあてるもの。⇒ 新型コロナウイルス感染症関連減免はこれにあたる。
②⼩児医療や重度障がい者医療を実施した際減額される定率国庫負担減額分の補填。
③保健事業費に充てるもの。特定健診・特定保健指導や健康づくり事業に要する保健事業費
④直営診療施設に充てるもの。国保診療所運営・施設整備のための国保特別会計⽀出。
⑤基⾦積⽴⾦に充てるもの。国保財政調整基⾦造成費⽤に充て⼀般会計から繰⼊⾦。
⑥借⼊⾦等の返済⾦。

解消が必要な法定外繰⼊について
国ガイドラインでは「⾚字の解消」を方針に盛込むとしており、その解消すべき⾚字については「繰上げ
充⽤⾦（単年度⾚字を次年度財源で補填）」「決算補填等目的の⼀般会計からの法定外繰⼊⾦」と定義。

保険料軽減（減免）と法定外繰⼊
（問） 所得の多寡や被保険者の年齢等の画⼀的な基準で保険料を独⾃に軽
減（減免）している場合においては、決算補填等目的の法定外繰⼊の「④
地方単独の保険料軽減額」と決算補填等目的外の法定外繰⼊の「⑧保険料
の減免額に充てるため」のどちらに該当するか。

個別の特別な理由に応じた減免ではなく、所得の多寡や被保険者の年齢
等により保険料を⼀律に軽減している場合には、受益に⾒合った負担とは
ならないことから、「計画的に削減・解消すべき赤字」として「④地方単
独の保険料軽減額」に該当します。

なお、⑧の「保険料の減免」については、そもそも、「減免は、個々の
納税者の担税⼒いかんによって決定すべきものであり、条例において
は、・・・納税者の総所得⾦額等の多寡等の画⼀的な減免基準を設けるの
は適当ではない」（総務省「地方税質疑応答集」）とされてい
ることに留意する必要があります。

第６回国保部会20
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収納率向上対策になかで差押処分をめぐる動き

37
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差押禁⽌債権が振り込まれた預貯⾦口座に係る預貯⾦債権の差押えについて
2020年1月31⽇付け国税庁徴収部⻑による国税局あて指示

●預貯⾦債権の差押えに当たっては、滞納者の現況の確認に必要な範囲で⼊出⾦状況を把握す
ることとし、国税徴収法第76 条の給料等（同法第77 条の社会保険制度に基づく給付を含む。
以下同じ。）⼜は児童⼿当等の法律上差押えが禁⽌されている給付（以下、これらを併せて
「差押禁⽌債権等」という。）の振込みの有無を確認する。
●当該預貯⾦債権を差し押さえることが実質的に差押禁⽌債権等を差し押さえたものと同視さ
れ得る場合には、その差押禁⽌部分について、差押禁⽌の趣旨に反し違法と判断されるおそれ
がある。
●当該預貯⾦債権の差押えに当たっては、預貯⾦口座への⼊⾦が差押禁⽌債権等の振込みのみ
である場合は、その預貯⾦債権を差し押さえることが実質的に差押禁⽌債権等を差し押さえた
ものと同視され得る。
●差押以前にそのことが把握されない場合は、差押後に必要な調査を⾏うこととし、その差押
えが上記差押可能⾦額を超えていると認められるときは、その部分の差押解除（国税徴収法第
152条第２項等）をするなど、適切に対応する。
● 滞納者の権利保護の観点から、差し押さえた預貯⾦債権の取⽴ては、原則として、
差押えをした⽇から10 ⽇間程度の間隔を置いた上で⾏う。

第６回国保部会24
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神奈川社会保障推進協議会国保交流会

神奈川⾃治労連 神⽥敏史

市町村国保とマイナ保険証の発⾏について

オンライン資格確認制度について
マイナンバーカードと保険証の一体化に向けたシステム開発

2
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オンライン資格制度の導⼊理由
オンライン資格確認制度は、保険医療機関と医療保険者の事務処理負担の軽減と効率化を理由に
2017年度に検討協議会が設置され、2018年度社会保障審議会で方向性が確認開始された。

医療保険制度におけるオンライン資格確認システムの始動

「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の⼀部を改正する法律」
（2019年5月22⽇法律第9号）により、準備期間を経て、マイナンバーカードを保険証として
利⽤することを可能とする（法令上は原則）とする制度改正が⾏われ、そのためのオンライン
資格確認システムの準備が開始されることになります。

国⺠健康保険法第36条第3項（⼀部略）
被保険者が第１項の給付を受けようとするときは、⾃⼰の選定する保険医療機関等から、電

子資格確認等により被保険者であることの確認を受け、第１項の給付を受けるものとする。
ただし、厚⽣労働省令で定める場合に該当するときは、当該確認を受けることを要しない。

国⺠健康保険法施⾏規則第24条の４（⼀部略）
法第36条第3項の厚⽣労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

各号に定めるものとする。）
１ 保険医療機関から療養を受けようとする場合⼜は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を
受けようとする場合 被保険者証

２ 保険薬局から療養を受けようとする場合 被保険者証⼜は処方せん
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オンライン資格制度の導⼊準備（３）

オンライン資格確認システムの稼働について

6
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オンライン資格確認による特定健診等データの第三者閲覧
特定健診や薬剤情報、限度額認定情報の閲覧等について、オンライン資格確認・医療情報

化⽀援基⾦関係の医療機関等向けポータルサイトでは次のように答えています。情報収集の
⼿間は⼤きく、その⼊⼿データもタイムラグが多くあります。なお、災害発⽣時には、本⼈
同意なく⼊⼿となり、どの医療機関でも⼊⼿することは可能です。

Q 薬剤情報や特定健診情報の閲覧要求については、来院の都度、マイナンバーカードでの同
意確認が必要ですか。

A. 同意情報登録後の 24 時間に限り、オンライン資格確認等システムにて薬剤情報・特定健
診情報の閲覧が可能です。そのため、前回の来院から24時間経過後であれば、再度マイナ
ンバーカードにて同意を取得する必要があります。

Q. ⼤規模災害時における薬剤情報・特定健診情報の取得についても、本⼈同意確認が必要でし
ょうか。

A. 患者の意思が確認できず、⽣命・身体の保護のために閲覧が必要な場合を除き、本⼈同意確
認は必要です。なお、⼤規模災害時には、マイナンバーカードの利⽤がなくとも、薬剤情報・
特定健診情報の閲覧が可能な機能を提供いたします。 当機能を医療機関等職員が操作するこ
とで、患者が同意を⾏った状態と同じ状況で取得・閲覧が可能となります。
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オンライン資格確認実施に伴い明らかになった市町村側の課題

11

オンライン資格確認制度の運⽤課題（1）

● 事業主から医療保険の保険者への資格情報（採⽤・退職）が週単位で
遅れる場合がある。

● 国保や後期では、住⺠基本台帳上の住所地での処理となるが、転出⼊
⼿続きが必ずしも速やかに⾏われるわけではない。

● 中間サーバーへの医療保険者からの情報が⼊⼒ミス等によりマイナン
バーと必ずしも紐づけられず、保険医療機関からの照会に応じられない
場合がある。

医療保険者には保健医療機関と資格情報において連携するため、中間サーバーとの間で、タ
イムラグなく情報連携を進めていく必要がある。しかし、実際は資格加⼊喪失⼿続きは、医
療保険者の実施体制や被保険者側の都合で事実発⽣と同時に⾏われないことから、即時対応
できない状況が発⽣している。
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オンライン資格確認制度の運⽤課題（２）

● 他医療保険者との重複加⼊被保険者の整理。整理しやすい国⺠健康保険間の重複でも
居所不明者やDＶシェルター対応の場合は処理が難しい。被⽤者保険の場合、⼿続き完
了（情報連携）してない場合が多く、実際には重複していない場合もある。

● 資格喪失後受診についても、保険証をいつまで所持していたかや、どこに住所地を置
いていたか、家族との関係はどうであったかなどの情報がないまま、住所地の国保に適
⽤加⼊照会がある。

● 保険者窓口におけるマイナンバーカードの紐付けは、⾼齢者を中心に相当の時間を
要し、他の住⺠票加⼊⼿続き者のことを考えると⼀気通貫は困難。

オンライン資格確認の本格実施を受け、中間サーバーや保険医療機関の請求を受けた資格適
⽤に関する新たな事務負担が⽣じるとともに、マイナンバーカード普及及び被保険者番号連
携促進などの業務が発⽣している。マインナンバーカード普及関係事務の多くは⺠間委託で
対応しているが、資格喪失や個⼈情報等にかかわる事務は⺠間委託はできず、新型コロナウ
イルス感染症対策実施体制を⾏う中で応じられない状況にある。

オンライン資格確認制度の運⽤課題（３）

オンライン資格確認の本格実施に続いて、本⼈並びに保険医療機関に情報提供される特定
健診情報や診療報酬明細書情報、調剤報酬情報について、医療保険者から中間サーバーに情
報連携していく必要があるが、これにもタイムラグが発⽣するとともに、資格情報との連携
がうまくいかず⾒ることができない事故が発⽣する可能性がある。

さらに、2023年1月から、⾼額療養費や各種給付に関する公⾦受取口座登録がマイナンバー
と紐付けられ、マイナポータルで随時口座変更が可能となるが、その変更情報が必ずしも随
時、医療保険者のもつ口座情報に機械的に反映されないことから、その修正のための⼿作業
が新たに⽣じることとなる。
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マイナンバーカードと保険証の一体化の実施

15

経済財政運営と改革の基本方針2022（2022年6月7⽇）

第４章 中⻑期の経済財政運営 ２．持続可能な社会保障制度の構築

（社会保障分野における経済・財政⼀体改革の強化・推進）
･･･オンライン資格確認について、保険医療機関・薬局に、2023 年４月から導⼊を
原則として義務付けるとともに、導⼊が進み、患者によるマイナンバーカードの
保険証利⽤が進むよう、関連する⽀援等の措置を⾒直す141。

2024 年度中を目途に保険者による保険証発⾏の選択制の導⼊を目指し、さらに
オンライン資格確認の導⼊状況等を踏まえ、保険証の原則廃⽌142 を目指す。･･･

141 診療報酬上の加算の取扱いについては、中央社会保険医療協議会において
検討。

142 加⼊者から申請があれば保険証は交付される。

第６回国保部会32



2023/12/4

9

マイナンバー法等の⼀部改正(令和5年法律第 48 号. 2023年6月9⽇公布）

発⾏済み保険証の取扱いについて
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マイナンバーカード保険証利⽤による保険証廃⽌の問題点
2025年12月8⽇までに保険証廃⽌を盛り込んだマイナンバー法等の⼀部改正だが、他⼈の特

定健診や診療薬剤情報との連携開示をはじめオンライン資格確認制度そのものが不具合をきた
す中、厚⽣労働省は、保険証廃⽌による問題点の解決に向けた⼿⽴てをとりきれずにいる。

そして、国⺠健康保険制度や後期⾼齢者医療制度、マイナンバーカードの保険証との紐付け
について、その原因を多くを市区町村職員の問題にし、点検及び解決を市町村に委ねようとし
ている。（総点検により⼀時的にオンライン資格確認が停⽌されている者が数多く発⽣中）

● 取得選択が⾃由なマイナンバーカードを取得しない者、事情があって取得できていない⾼
齢者や障がい者、乳幼児等を公的医療制度から排除される。

● 「資格確認証明書」も申請を基本とし、漏れが⽣じる可能性がある。
● 「随時迅速に資格情報が反映される」オンライン資格確認システムが機能していない。

被保険者資格の取得・喪失の情報が、事業主都合等で正確かつ迅速には⾏われない。
国保では「保険証交付⽇」が「資格適⽤⽇」となり資格空白や重複が⽣じる。
⾼齢受給者証情報等（窓口負担割合や限度額認定証情報）が正しく反映されない。

● 中間サーバーデータが保険医療機関のレセプトコンピュータ―に正しく反映しない。
● 市町村実施の⼩児や⺟子、障がい者等への医療費助成事業等はオンライン資格確認では
対応不可しておらず、別途受給者証の交付と保険証資格突合の⼿間が発⽣する。

オンライン資格確認システムの課題解消のための省令改正
（2023年6月1⽇）
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出典︓R5.4国主管課⻑会議資料
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マイナ保険証に関する総点検の実施

23

第６回国保部会36



2023/12/4

13
第６回国保部会37



2023/12/4

14

神奈川県における取組みと国の対応について

28
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マイナンバーカードと健康保険証の⼀体化に対する要望書

マイナンバーカードと健康保険証の⼀体化に伴う健康保険証の廃⽌にあたり、国⺠健康保険制度及
び後期⾼齢者医療制度期⾼齢者医療制度の円滑かつ安定的な運営の確保に向け、次の事項について、
国において、速やかに対応いただきますよう要望します。

１ オンライン資格確認等システムにおける次の障害についてについて、速やかに改善を図るこ
と。また障害に係る情報については、医療保険者及び医療機関等へ、速やかに情報提供すること。

(１）情報集約システムにおける資格適⽤⽇が健康保険証交付⽇となる事象
※ 情報集約システムでは、上記以外に負担区分変更登録後の負担区分が前々回のものと同じだと、その変更履歴がないものとして

（前々回と⼀体のもの）取り扱われ、変更登録前の区分がオンライン資格確認システムに送付れてることになる事象も⽣じている。
（２）医療機関のレセプトコンピュータにおいて誤った情報を取得する事象

２ 医療保険者が異なる個⼈番号を登録しないよう、登録システムについて抜本的な⾒直しを⾏い、
再発が⽣じないようにすること。

３ マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある者に対する
「資格確認書」の交付については、医療保険者が申請勧奨によらずとも、交付対象者を抽出し、
交付できる仕組みとするなど、被保険者が保険医療機関等において、切れ目なく、確実に保険診
療を受けるものとすることを基本に、医療保険者に新たな事務負担が⽣じないものとすること。

４ マイナンバーカードと健康保険証の⼀体化に向けた取組みを進めるにあたっては、国⺠・被
保険者、保険医療機関、医療保険者に新たな事務負担や混乱が⽣じないようにすること。

５ 保険者におけるシステム改修による 新たな負担や保険医療機関等において混乱が⽣じない
よう、資格確認書 の様式は、現⾏の 健康保険証に準じたものとすること。

６ 現⾏のマイナンバーコールセンターの拡充など、国において、オンライン資格確認等システ
ムを含む、マイナンバーカードと健康保険証の⼀体化に係る被保険者からの問合せに対応する
コールセンターを開設すること。また、全国で統⼀的な回答を⾏うため、コールセンターに
おいて使⽤する FAQ を医療保険者と共有すること。

令和５年６月20 ⽇

厚⽣労働省保険局⻑様
神奈川県国⺠健康保険・後期⾼齢者医療制度主管課⻑ 等 ⼀同

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、⼩⽥原市、茅ヶ崎市、逗子市、
三浦市、秦野市、厚木市、⼤和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町
寒川町、⼤磯町、二宮町、中井町、⼤井町、松⽥町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、
愛川町、清川村、
神奈川県医師国保組合、神奈川県⻭科医師国保組合、神奈川県⾷品衛⽣国保組合
神奈川県薬剤師国保組合、神奈川県建設業国保組合、神奈川県建設連合国保組合
神奈川県後期⾼齢者医療広域連合
神奈川県
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マイナンバーカードと健康保険証の⼀体化に関する検討会報告(8月8⽇）

マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある次にあげる
者へは、原則本⼈の申請に基づき、保険者は速やかに「資格確認証」を申請により交付する

・ マイナンバーカードを紛失した・更新中の者
・ 介護が必要な⾼齢者やこどもなどマイナンバーカードを取得していない者
・ マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利⽤登録を⾏っていない者
・ ベビーシッターや介助者等の第三者が本⼈に同⾏して本⼈の資格確認を補助する必要がある

場合や、家族や介助者等が本⼈の代理として薬局に薬剤を受け取りに⾏く必要がある場合等

当分の間、マイナ保険証（健康保険証利⽤登録をされたマイナンバーカード。以下同
じ。）を保有していない者全てに、申請によらず交付。

マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある者の継続の
場合のほか、保険者が必要と認めた者は、本⼈の申請によらず保険者が交付する運⽤とする。

資格確認書の有効期間は、５年以内で、各保険者が設定することとする。
⼀度登録した後でもマイナ保険証の利⽤登録の解除を可能とし、

マイナンバーカードと健康保険証の⼀体化に関する検討会報告(8月8⽇）

資格確認書を交付「資格確認書」の記載事項は、必須記載事項と任意記載事項に区分
必須記載事項は医療機関等における被保険者資格の確認に必要な最低限の項目
任意記載事項は保険者の判断で記載事項を選択した上で、本⼈の希望に基づき記載事項とし
て追加することが可能な項目とする。

なお、保険者の判断で任意記載事項を追加しないこととすることも可能である。

マイナ保険証と合わせてスマートフォンを携⾏し、受診時に、マイナポータルの被保険者資格情報
を提示することで受診可能とする

健康保険証の廃⽌に伴い、マイナ保険証保有者が⾃身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、
新規資格取得時や負担割合の変更時（70歳以上（後期⾼齢者医療制度は障害を有する65歳以上の被
保険者を含む。）のみ）等に、氏名、被保険者等記号・番号・枝番、保険者番号・保険者名、負担
割合等を記載した資格情報のお知らせを交付する。

なお、当該お知らせについては、容易に携帯して利⽤ができるような⼯夫をし、マイナ保険証と
⼀体で携帯することで、オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等も受診しやすくなると考
えられる。
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現在の健康保険証の発⾏期限についての厚⽣労働省Q＆A

Q 改正法の施⾏前に最後に発⾏する被保険者証の有効期限はどう設定すればよいか。
A 被保険者証の有効期限は、各保険者の判断で設定しているが、現⾏の被保険者証からマイナ保険

証への円滑な移⾏を図るため、改正法の施⾏⽇（最も遅い場合は令和６年12月8⽇）前において
最後に交付する被保険者証について、令和７年秋（最も遅い場合は令和７年12 月８⽇）以降の
有効期限を設定いただくことが考えられる。

Q 既に２年間の有効期間の被保険者証を発⾏しており、改正法の施⾏の時点までに再度被保険者
証を交付する機会がない可能性があるが、どう対応すべきか。

A 既に昨年秋から今年８月までの間に２年間の有効期間の被保険者証を発⾏している場合等で
あって、改正法の施⾏前に再度被保険者証を発⾏する機会がないと想定される保険者においては、
改正法の施⾏前の時点において、再度、令和７年秋（最も遅い場合、令和７年12 月８⽇）以降
の有効期限の被保険者証を発⾏いただくことが考えられる。
なお、こうした対応を⾏うことでかかり増しの経費を要する場合には、令和６年度の特別調整交
付⾦の補助対象とする予定である。

国の動きに対応した地方からの要求視点について

34
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オンライン資格確認システムの改善を求める要望案

令和３年度から、医療機関等における医療保険の資格確認について、オンライン資格確認が本格
運⽤されているところであるが、運⽤にあたっては、被保険者情報に他⼈のマイナンバーが紐づい
ている事案や、保険者がシステムに登録した被保険者の⼀部負担⾦の負担割合等と、オンライン資
格確認の結果表示される負担割合等に相違がある事案など、様々なトラブルが確認されている。

国が示している令和６年秋の被保険者証の廃⽌に向け、オンライン資格確認の登録データの正確
性の確保のためには、各保険者においてデータ登録を正確かつ迅速に⾏っていくことが必要と考え
られ、事務処理マニュアルの改定等を含め、今後の対応方針については、令和５年９月29⽇付けの
厚⽣労働省事務連絡にて示されたところである。

しかし、国が点検対象とした負担割合や限度区分の相違や、資格取得喪失情報の未連携による
「無資格者」の発⽣の多くは、保険者の責によらない、オンライン資格確認等システムや医療機関
のレセプトコンピュータシステムを原因とする障害であり、保険者の責任とするのではなく、国の
責任において改善を図ることが必要であり、国においてその実態を明らかにするとともに、改善を
速やかに⾏うこと。

併せて、将来にわたり誤りが⽣じないようにするための仕組みづくりを進めるとともに。国⺠の
不安払拭のための丁寧な対応も⾏うこと。

従来の健康保険証廃⽌に伴う混乱と新たに発⽣する地方負担
を踏まえ、実施にあたり地方との協議を求める要望案

マイナンバー法成⽴時の付帯決議や様々な要望等を踏まえ、政府が8月8⽇にとりまとめた「マイ
ナンバーカードと健康保険証の⼀体化に関する検討会報告」では、令和６年秋予定の被保険者証の
新規発⾏停⽌後、個⼈番号カードと被保険者証情報の紐付けを⾏っていない者には「資格確認書」
を発⾏し、紐付けを⾏っている者には「資格情報のお知らせ」を発⾏することを今後、検討すると
したところである。

この結果、国保被保険者全員にいずれかが発⾏されることとなるが、同⼀世帯においてマイナ保
険証所有者とマイナンバーカード未所得者、要配慮者等が混在している場合、様々な証（お知らせ
が）送付され、混乱が⽣じることが考えられる。

特に、「資格情報のお知らせ」は、それ単体で資格を証明できる書類と誤認してしまう恐れがあ
り、「資格確認書」も含め従前の被保険者証との違いが不明瞭となることから、被保険者や医療機
関からの保険者への問い合わせが増え負担が⽣じることが懸念されるところである。

被保険者証の廃⽌と廃⽌に伴う様々な制度改正について、地方との協議の場を設けるなど丁寧な
対応を要望する。
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